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期
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定
め
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青
森
県
鉄
道
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
条
例
第
二
十
一
号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日
と
す
る
。

青
森
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
規
則
等
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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( )

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
九
号

青
森
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
規
則
等
を
廃
止
す
る
規
則

次
に
掲
げ
る
規
則
は
、
廃
止
す
る
。

一

青
森
県
養
護
老
人
ホ
ー
ム
規
則

(

平
成
十
七
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
一
号)

二

青
森
県
知
的
障
害
児
施
設
規
則

(

平
成
十
七
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
二
号)

三

青
森
県
知
的
障
害
者
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
規
則

(

平
成
十
七
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
三

号)

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
号

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則

(

昭
和
三
十
三
年
十
月

青
森
県
規
則
第
百
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
号
の
表
青
森
県
立
青
森
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中

｢

を

｢

｣

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
、

｣

同
表
青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中

｢

を

｢

｣

に
改
め
、

｣

同
表
青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術
専
門
校
つ
が
る
校
の
項
中

｢

を

｢

｣

に
改
め
る
。

｣

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
別
表
に
規

定
す
る
青
森
県
立
青
森
高
等
技
術
専
門
校
の
普
通
課
程
第
二
類
の
土
木
系
建
設
シ
ス
テ
ム
工
学
科

は
、
改
正
後
の
青
森
県
職
業
能
力
開
発
校
及
び
障
害
者
職
業
能
力
開
発
校
条
例
施
行
規
則
別
表
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

青
森
県
立
海
洋
学
院
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
一
号
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土
木
系
建
設
シ

ス
テ
ム
工
学
科

建
築
内
装
系
イ

ン
テ
リ
ア
・
サ

ー
ビ
ス
科

二
年

一
年

二
〇
人

二
〇
人

土
木
系
環
境
土

木
工
学
科

二
年

二
〇
人

短
期
課
程

造
園
科

一
年

一
五
人

短
期
課
程

建
築
科

造
園
科

一
年

一
年

二
〇
人

一
五
人

建
築
内
装
系
イ

ン
テ
リ
ア
・
サ

ー
ビ
ス
科

建
築
施
工
系
建

築
シ
ス
テ
ム
工

学
科

一
年

二
年

二
〇
人

二
〇
人

建
築
施
工
系
建

築
シ
ス
テ
ム
工

学
科

二
年

二
〇
人

建
築
科

溶
接
科

一
年

一
年

二
〇
人

二
〇
人

溶
接
科

一
年

二
〇
人
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青
森
県
立
海
洋
学
院
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

青
森
県
立
海
洋
学
院
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
七
月
青
森
県
規
則
第
六
十
二
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
行
政
財
産
使
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
二
号

青
森
県
行
政
財
産
使
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

青
森
県
行
政
財
産
使
用
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

(

平
成
十
九
年
三
月
青
森
県
条
例

第
三
十
六
号)

の
施
行
期
日
は
、
平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日
と
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
二
百
十
四
号

青
森
県
農
林
水
産
業
統
計
調
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
農
林
水
産
業
統
計
調
査
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

青
森
県
農
林
水
産
業
統
計
調
査
規
程

(

平
成
十
二
年
三
月
青
森
県
告
示
第
百
六
十
五
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
様
式
の
裏�
中｢吏

員
も
し
く
は
｣

を｢職
員
及
び
｣

に
、｢必

要
な
｣

を｢､
必
要
な
｣

に
、

｢立
入
り
｣

を

｢立
ち
入
り
｣

に
、

｢そ
の
職
務
｣

を

｢､
そ
の
職
務
｣

に
、

｢吏
員
若
し
く
は
｣

を

｢職
員
若
し
く
は
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

議

会

青
森
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
議
会
議
長

成

田

一

憲

青
森
県
議
会
告
示
第
一
号

青
森
県
議
会
会
議
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
議
会
会
議
規
則

(

昭
和
三
十
一
年
十
一
月
青
森
県
議
会
告
示
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
中

｢

五
人｣

を

｢

四
人｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

委
員
会
が
議
案
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
案
を
そ
な
え
、
理
由
を
付
け
、
委
員
長

名
を
も
つ
て
、
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
、
第
十
九
条
た
だ
し
書
及
び
第
三
十
七
条
た
だ
し
書
中

｢

五
人｣

を

｢

四
人｣

に
改
め

る
。第

三
十
九
条
中
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
提
出
に
係
る
議
案
は
、
委
員
会
に
付
託
し
な
い
。
た
だ

し
、
議
会
の
議
決
で
付
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
五
十
六
条
第
二
項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
、
第
八
十
二
条
第
一
項
、
第
八
十
七
条
た
だ
し
書
及

び
第
八
十
八
条
第
二
項
た
だ
し
書
中

｢

五
人｣

を

｢

四
人｣

に
改
め
る
。

第
百
条
及
び
第
百
十
一
条
中

｢

第
三
十
九
条

(
(

議
案
等
の
説
明
、
質
疑
及
び
委
員
会
付
託)

)

第
二
項｣

を

｢
第
三
十
九
条

(
(

議
案
等
の
説
明
、
質
疑
及
び
委
員
会
付
託)

)

第
三
項｣

に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報平成19年３月23日 金曜日 号外第17号3



( )

青
森
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
議
会
議
長

成

田

一

憲

青
森
県
議
会
告
示
第
二
号

青
森
県
議
会
傍
聴
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
議
会
傍
聴
規
則

(
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
青
森
県
議
会
告
示
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

第
一
条
中

｢

傍
聴
人
の
取
締｣

を

｢
会
儀
の
傍
聴｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
議
会
訓
令
第
一
号

議
会
事
務
局
職
員
一
般

青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
議
会
議
長

成

田

一

憲

青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
議
会
事
務
局
処
務
規
程

(

昭
和
四
十
七
年
三
月
青
森
県
議
会
訓
令
第
一
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
調
査
課
の
項
中

｢

調
査
第
一
係｣

を

｢

政
策
調
査
係｣

に
、

｢

調
査
第
二
係｣

を

｢

法
制
調
査
係｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
及
び
第
六
条
中

｢

の
庶
務｣

を

｢

に
関
す
る
事
務｣

に
改
め
る
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

課
長
及
び
課
長
補
佐
が
と
も
に
不
在
の
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
事
務
局
長
の
承
認
を
得
て
課
長

が
指
定
す
る
職
員
が
そ
の
事
務
を
代
決
す
る
。

第
二
十
条
を
削
り
、
第
二
十
一
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
を
一

条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
一
号
様
式
か
ら
第
三
号
様
式
ま
で
の
規
定
中

｢第
25条
｣

を

｢第
24条
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

教

育

委

員

会

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
学
校
学
則

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中

｢

特
殊
教
育｣

を

｢

特
別
支
援
教
育｣

に
、

｢

第
五
章

雑
則

(

第
三
十
八
条)

｣

を

｢

第
五
章

中
学
校

(

第
三
十
八
条
―
第
四
十
五
条)

に
改
め
る
。

第
六
章

雑
則

(

第
四
十
六
条)

｣

第
一
条
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校
及
び
中
学
校｣

に
、

｢

及

び
修
業
年
限｣

を

｢

、
修
業
年
限
及
び
障
害
種
別｣

に
改
め
る
。

第
一
条
の
二
中

｢
(

昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号)

第
五
十
七
条
の
四
第
一
項｣

を

｢

第

五
十
七
条
の
五
第
一
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
一
条
の
三
と
し
、
第
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え

る
。(

併
設
型
高
等
学
校
及
び
併
設
型
中
学
校)

第
一
条
の
二

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
高
等
学
校

(

以
下

｢

併
設
型
高
等
学
校｣

と
い
う
。)

及

び
下
欄
に
掲
げ
る
中
学
校

(

以
下

｢

併
設
型
中
学
校｣

と
い
う
。)

は
、
学
校
教
育
法
施
行
規
則

(

昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号)

第
六
十
五
条
の
十
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
あ
ら
か
じ
め

協
議
の
う
え
、
教
育
課
程
を
編
成
し
、
中
学
校
に
お
け
る
教
育
と
高
等
学
校
に
お
け
る
教
育
を
一
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貫
し
て
施
す
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

高
等
学
校｣

の
下
に

｢

及
び
中
学
校｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
る
。

第
四
条
第
四
項
中

｢
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

第
十
条
第
四
項
中

｢
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
又
は
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
第
一
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
併
設
型
高
等
学
校
に
お
い
て
は
、
当
該
高
等
学
校
に
係
る
併
設
型
中
学
校
の
生
徒
に

つ
い
て
は
入
学
者
の
選
抜
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

｢

第
四
章

特
殊
教
育｣

を

｢

第
四
章

特
別
支
援
教
育｣

に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
又
は
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
、

｢

そ

れ
ぞ
れ
盲
者

(

強
度
の
弱
視
者
を
含
む
。)

、
聾ろ
う

者
(

強
度
の
難
聴
者
を
含
む
。)

又
は
知
的
障
害

者｣

を｢

視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、
知
的
障
害
者｣
に
、｢

若
し
く
は｣

を｢

又
は｣

に
改
め
、

同
条
第
四
項
中

｢

盲
学
校｣

を

｢

視
覚
障
害
者
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校

(

以
下

｢

視
覚
障
害
特
別
支
援
学
校｣

と
い
う
。)

｣

に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
中

｢

盲
者
又
は
聾ろ
う

者｣

を

｢

視
覚
障
害
者
又
は
聴
覚
障
害
者｣

に
、

｢

盲
学
校
又
は

聾ろ
う

学
校｣

を

｢

視
覚
障
害
特
別
支
援
学
校
又
は
聴
覚
障
害
者
に
対
す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別

支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
に
見
出
し
と
し
て

｢
(

準
用
規
定)

｣

を
付
し
、
同
条
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び

養
護
学
校｣

を｢

特
別
支
援
学
校｣

に
、｢

盲
学
校｣

を｢

視
覚
障
害
特
別
支
援
学
校｣
に
改
め
る
。

第
三
十
八
条
を
第
四
十
六
条
と
す
る
。

第
五
章
を
第
六
章
と
し
、
第
四
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
五
章

中
学
校

(

入
学)

第
三
十
八
条

中
学
校
に
入
学
で
き
る
者
は
、
小
学
校
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
学
校
を
卒
業
し
た
者
と

す
る
。

(

県
外
か
ら
の
入
学)

第
三
十
九
条

他
の
都
道
府
県
か
ら
中
学
校
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
教
育
委
員
会
に
願
い
出

て
、
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

入
学
許
可
及
び
選
抜)

第
四
十
条

中
学
校
の
入
学
は
、
調
査
書
そ
の
他
必
要
な
書
類
、
適
性
検
査
等
を
資
料
と
し
て
行
う

入
学
者
の
選
抜
に
基
づ
い
て
、
校
長
が
、
こ
れ
を
許
可
す
る
。

２

前
項
の
入
学
者
の
選
抜
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

第
四
十
一
条

第
一
学
年
の
途
中
又
は
第
二
学
年
以
上
に
入
学
し
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
校

長
は
、
教
育
上
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

入
学
手
続)

第
四
十
二
条

中
学
校
に
入
学
を
許
可
さ
れ
た
者
の
保
護
者
は
、
誓
約
書

(

第
六
号
様
式)

に
、
入

学
を
許
可
さ
れ
た
者
の
住
民
票
の
写
し
を
添
え
て
、
速
や
か
に
校
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

退
学)

第
四
十
三
条

退
学
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
保
護
者
と
と
も
に
そ
の
事
由
を
具
し
、
校
長
に
願
い

出
て
そ
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

卒
業
の
認
定
及
び
卒
業
証
書
の
授
与)

第
四
十
四
条

校
長
は
、
生
徒
の
平
素
の
成
績
の
評
価
に
基
づ
い
て
、
各
学
年
の
課
程
の
修
了
を
認

定
す
る
。

２

校
長
は
、
全
課
程
を
修
了
し
た
と
認
め
た
者
に
は
、
卒
業
を
認
定
す
る
。

３

校
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
卒
業
を
認
定
し
た
者
に
は
、
卒
業
証
書

(

第
七
号
様
式)

を
授

与
す
る
。

(

準
用
規
定)

第
四
十
五
条

第
十
六
条
の
規
定
は
、
中
学
校
に
、
こ
れ
を
準
用
す
る
。

別
表
第
一
青
森
県
立
青
森
北
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
一
青
森
県
立
今
別
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
青
森
県
立
五
所
川
原
東
高
等
学
校
の
項
中

｢

青
森
県
立
五
所
川
原
東
高
等
学
校｣

を

｢

東
校
舎｣

に
改
め
、
稲
垣
分
校
の
項
の
次
に
次
の
よ
う

に
加
え
る
。

別
表
第
一
青
森
県
立
深
浦
高
等
学
校
の
項
を
削
り
、
青
森
県
立
弘
前
南
高
等
学
校
の
項
の
次
に
次

の
よ
う
に
加
え
る
。
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併

設

型

高

等

学

校

併

設

型

中

学

校

青
森
県
立
三
本
木
高
等
学
校

青
森
県
立
三
本
木
高
等
学
校
附
属
中
学
校

今
別
校
舎

東
津
軽
郡
今
別
町

大
字
今
別

全
日
制
の
課
程

普
通
科

三
年

深
浦
校
舎

西
津
軽
郡
深
浦
町

大
字
広
戸

全
日
制
の
課
程

総
合
学
科

三
年

大
鰐
校
舎

南
津
軽
郡
大
鰐
町

大
字
虹
貝

全
日
制
の
課
程

普
通
科

三
年



( )

別
表
第
一
青
森
県
立
大
鰐
高
等
学
校
及
び
横
浜
分
校
の
項
を
削
り
、
青
森
県
立
八
甲
田
高
等
学
校

の
項
中

｢

青
森
県
立
八
甲
田
高
等
学
校｣

を

｢

八
甲
田
校
舎｣

に
改
め
る
。

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二

別
表
第
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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名

称

位

置

部

学

科

修
業
年
限

障
害
種
別

青
森
県
立
盲
学
校

青
森
市
大

字
矢
田
前

小
学
部

六
年

視
覚
障
害

中
学
部

三
年

高
等
部

普

通

科

保
健
理
療
科

三
年

専
攻
科

理

療

科

三
年

幼
稚
部

青
森
県
立
八
戸
盲

学
校

八
戸
市
柏

崎
六
丁
目

小
学
部

六
年

中
学
部

三
年

視
覚
障
害

青
森
県
立
青
森
聾ろ
う

学
校

青
森
市
大

字
安
田

小
学
部

六
年

聴
覚
障
害

中
学
部

三
年

高
等
部

普

通

科

三
年

幼
稚
部

青
森
県
立
弘
前
聾ろ
う

学
校

弘
前
市
大

字
原
ケ
平

三
丁
目

小
学
部

六
年

聴
覚
障
害

中
学
部

三
年

幼
稚
部

青
森
県
立
八
戸
聾ろ
う

学
校

八
戸
市
柏

崎
六
丁
目

小
学
部

六
年

聴
覚
障
害

中
学
部

三
年

幼
稚
部

青
森
県
立
青
森
第

一
養
護
学
校

青
森
市
大

字
石
江

小
学
部

六
年

中
学
部

三
年

肢
体
不
自
由

青
森
県
立
青
森
第

二
養
護
学
校

青
森
市
大

字
戸
山

小
学
部

六
年

知
的
障
害

中
学
部

三
年

高
等
部

普

通

科

三
年

青
森
県
立
青
森
若

葉
養
護
学
校

青
森
市
東

造
道
一
丁

目

小
学
部

六
年

中
学
部

三
年

病
弱

青
森
県
立
青
森
第

一
高
等
養
護
学
校

青
森
市
大

字
西
田
沢

高
等
部

普

通

科

三
年

知
的
障
害

肢
体
不
自
由

青
森
県
立
青
森
第

二
高
等
養
護
学
校

青
森
市
大

字
戸
山

高
等
部

産

業

科

三
年

知
的
障
害

青
森
県
立
浪
岡
養

護
学
校

青
森
市
浪

岡
大
字
女

鹿
沢

小
学
部

六
年

病
弱

中
学
部

三
年

高
等
部

普

通

科

三
年

青
森
県
立
森
田
養

護
学
校

つ
が
る
市

森
田
町
床

舞
鶴
喰

小
学
部

六
年

知
的
障
害

中
学
部

三
年

高
等
部

普

通

科

三
年

青
森
県
立
弘
前
第

一
養
護
学
校

弘
前
市
大

字
中
別
所

小
学
部

六
年

知
的
障
害

中
学
部

三
年

高
等
部

普

通

科

三
年

青
森
県
立
弘
前
第

二
養
護
学
校

弘
前
市
大

字
中
別
所

小
学
部

六
年

肢
体
不
自
由

中
学
部

三
年

高
等
部

普

通

科

三
年

青
森
県
立
黒
石
養

護
学
校

黒
石
市
大

字
温
湯

小
学
部

六
年

知
的
障
害

中
学
部

三
年

高
等
部

普

通

科

三
年

青
森
県
立
七
戸
養

護
学
校

上
北
郡
七

戸
町
字
蛇

坂

小
学
部

六
年

知
的
障
害

中
学
部

三
年

高
等
部

普

通

科

三
年

青
森
県
立
む
つ
養

護
学
校

む
つ
市
大

字
奥
内

小
学
部

六
年

知
的
障
害

中
学
部

三
年

高
等
部

普

通

科

三
年

青
森
県
立
八
戸
第

一
養
護
学
校

八
戸
市
大

字
大
久
保

小
学
部

六
年

肢
体
不
自
由

中
学
部

三
年

高
等
部

普

通

科

三
年

青
森
県
立
八
戸
第

二
養
護
学
校

八
戸
市
大

字
松
館

小
学
部

六
年

知
的
障
害

中
学
部

三
年

高
等
部

普

通

科

三
年



( )

別
表
第
三

第
四
号
様
式
中

｢心
身
の
故
障
｣

を

｢障
害
｣

に
改
め
る
。

第
五
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

第
六
号
様
式

誓
約
書

上
記
の
者
､
御
校
在
学
中
は
､
本
人
の
身
上
に
関
す
る
こ
と
は
､
一
切
引
き
受
け
ま
す
｡

年
月
日

青
森
県
立

中
学
校
長
殿

保
護
者
氏
名

�

注
１
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

２
提
出
す
る
者
の
氏
名
を
自
署
す
る
場
合
に
お
い
て
は
､
押
印
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き

る
｡

第
七
号
様
式

卒

業

証

書

氏

名

年

月

日
生

中
学
校
の
課
程
を
卒
業
し
た
こ
と
を
証
す
る

年

月

日

青
森
県
立

中
学
校

校
長

氏

名

第

号

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
日

(

以
下

｢

施
行
日｣

と
い
う
。)

の
前
日
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
県
立

学
校
の
生
徒
で
あ
る
者
は
、
施
行
日
か
ら
当
該
各
号
に
定
め
る
県
立
学
校
の
生
徒
と
な
る
も
の
と

す
る
。

一

青
森
県
立
今
別
高
等
学
校

青
森
県
立
青
森
北
高
等
学
校
今
別
校
舎

二

青
森
県
立
五
所
川
原
東
高
等
学
校

青
森
県
立
五
所
川
原
高
等
学
校
東
校
舎

三

青
森
県
立
深
浦
高
等
学
校

青
森
県
立
木
造
高
等
学
校
深
浦
校
舎

四

青
森
県
立
大
鰐
高
等
学
校

青
森
県
立
弘
前
南
高
等
学
校
大
鰐
校
舎

五

青
森
県
立
八
甲
田
高
等
学
校

青
森
県
立
七
戸
高
等
学
校
八
甲
田
校
舎

３

青
森
県
立
聾ろ

う

学
校
の
通
学
区
域
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
二
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規

則
第
四
号)
は
、
廃
止
す
る
。

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日
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名

称

位

置

修
業
年
限

青
森
県
立
三
本
木
高
等
学
校
附
属
中
学
校

十
和
田
市
西
五
番
町

三

年

生
年
月
日

生
徒
氏
名

年
月
日
生

保護者
生
年
月
日

住
所

年
月
日
(満

歳
)
職
業

生
徒
と
の

続
柄

校

印

職
印

印



( )

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則(

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校
及
び
中
学
校｣

に
改
め

る
。第

六
条
第
二
項
中

｢

必
要
に
応
じ｣

の
下
に

｢

、
栄
養
教
諭｣

を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
二
の
見
出
し
中

｢

及
び
部
主
任｣

を

｢

、
部
主
任
及
び
研
修
主
任｣

に
改
め
、
同

条
第
一
項
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、

｢

部
主
任

を｣

の
下
に

｢

、
中
学
校
に
は
、
研
修
主
任
を｣
を
加
え
、
同
条
第
五
項
中

｢

及
び
部
主
任｣

を

｢

、
部
主
任
及
び
研
修
主
任｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
の
次
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

５

研
修
主
任
は
、
校
長
の
監
督
を
受
け
、
研
修
計
画
の
立
案
そ
の
他
の
研
修
に
関
す
る
事
項
に

つ
い
て
連
絡
調
整
及
び
指
導
、
助
言
に
当
た
る
。

第
十
六
条
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、

｢

高
等

部
に
あ
つ
て
は
特
別
活
動
及
び
自
立
活
動｣

の
下
に

｢

、
中
学
校
に
あ
つ
て
は
道
徳
及
び
特
別
活

動｣

を
加
え
る
。

第
二
十
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

、
休
憩
時
間
及
び
休
息
時
間｣

を

｢

及
び
休
憩
時
間｣

に
改
め
る
。

第
二
十
一
条
中

｢

二
日｣

を

｢

四
日｣

に
改
め
る
。

第
二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
中

｢

三
日｣

を

｢

五
日｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

青
森
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
五
年
三
月
青
森
県
教
育

委
員
会
規
則
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
三
項
中

｢

養
護
学
校
の
高
等
部
で
知
的
障
害
者｣

を

｢

特
別
支
援
学
校
の
高
等
部
で
知

的
障
害
者｣

に
、

｢

盲
学
校
及
び
聾ろ
う

学
校
の
高
等
部
並
び
に
養
護
学
校
の
高
等
部
で｣

を

｢

特
別

支
援
学
校
の
高
等
部
で
視
覚
障
害
者
、
聴
覚
障
害
者
、｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
就
学
指
導
委
員
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。平

成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

青
森
県
就
学
指
導
委
員
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

青
森
県
就
学
指
導
委
員
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
一
条

青
森
県
就
学
指
導
委
員
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
九
年
七
月
青
森
県
教
育

委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
若
し
く
は
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め

る
。

(

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正)

第
二
条

技
能
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
五
十
五
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第

四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

(

学
校
教
育
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正)

第
三
条

学
校
教
育
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
、
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

第
七
条
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
又
は
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

第
八
条(

見
出
し
を
含
む
。)

中｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
又
は
養
護
学
校｣

を｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

第
九
条
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
若
し
く
は
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

第
十
条

(
見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
又
は
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
若
し
く
は
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則
の
一
部
改
正)
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( )

第
四
条

青
森
県
総
合
学
校
教
育
セ
ン
タ
ー
組
織
規
則

(

平
成
十
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則

第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
四
項
第
一
号
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校
並
び
に
特
殊
学
級｣

を

｢

特
別

支
援
学
校
及
び
特
別
支
援
学
級｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
立
郷
土
館
規
則
の
一
部
改
正)

第
五
条

青
森
県
立
郷
土
館
規
則

(

昭
和
四
十
八
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
中

｢

特
殊
教
育
諸
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

青
森
県
立
学
校
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
八
年
七
月

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中

｢

十
六
万
八
千
円｣

を

｢

十
六
万
七
千
円｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

庁

内

一

般

教

育

事

務

所

県

立

学

校

臨
時
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

田

村

充

治

臨
時
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

臨
時
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
七
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
表
中

｢

県
立
学
校
及
び
市
町
村
立
定
時
制
高
等
学
校｣

を

｢

高
等
学
校
及
び
特
別
支
援

学
校｣

に
、

｢

県
立
学
校｣

を

｢

高
等
学
校
、
特
別
支
援
学
校｣

に
、

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

第
四
条
の
三
を
削
る
。

第
六
条
第
一
項
中

｢

盲
学
校
、
聾
学
校
又
は
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
、

｢

特
殊
学

級｣

を

｢

特
別
支
援
学
級｣

に
、

｢

特
殊
教
育｣

を

｢

特
別
支
援
教
育｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
三
号

庁

内

一

般

教

育

事

務

所

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
関
係
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

田

村

充

治

青
森
県
教
育
委
員
会
関
係
職
員
被
服
貸
与
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
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短
大
卒

右
給
料
表
一
級

九
号
給

右
給
料
表
一
級

九
号
給

短
大
卒

右
給
料
表
一
級

十
一
号
給

右
給
料
表
一
級

十
一
号
給



( )

青
森
県
教
育
委
員
会
関
係
職
員
被
服
貸
与
規
程

(

昭
和
四
十
三
年
六
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令

甲
第
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
栄
養
士
の
項
中

｢

栄
養
士｣

を

｢

栄
養
教
諭
、
栄
養
士｣

に
改
め
、
同
表
高
等
学
校
で

理
科
実
験
、
美
術
又
は
書
道
を
担
当
す
る
教
諭
の
項
及
び
高
等
学
校
で
調
理
実
習
を
担
当
す
る
教
諭

の
項
中

｢
高
等
学
校｣

の
下
に

｢

及
び
中
学
校｣

を
加
え
、
同
表
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校

の
教
頭
、
教
諭
、
寄
宿
舎
指
導
員
の
項
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学

校｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
四
号

各

県

立

学

校

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

田

村

充

治

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
立
学
校
職
員
規
程

(

昭
和
三
十
二
年
十
一
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中

｢

休
息
時
間｣

を

｢

休
憩
時
間｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢
、
休
憩
時
間

及
び
休
息
時
間｣

を

｢

及
び
休
憩
時
間｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
四
条

削
除

様
式
第
十
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

様
式
第
１
５
号
削
除

様
式
第
十
六
号
の
二
中

｢分
校
｣

の
次
に

｢､
校
舎
｣

を
加
え
る
。

様
式
第
十
八
号
中

｢学
校
｣

の
次
に

｢
(課
程
､
部
､
分
校
､
校
舎
)
｣

を
加
え
る
。

様
式
第
十
九
号
の
二
及
び
様
式
第
二
十
四
号
中

｢分
校
｣

の
次
に

｢､
校
舎
｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
立
学
校
の
教
育
課
程
及
び
教
材
の
取
扱
等
に
関
す
る
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

田

村

充

治

青
森
県
立
学
校
の
教
育
課
程
及
び
教
材
の
取
扱
等
に
関
す
る
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

訓
令

青
森
県
立
学
校
の
教
育
課
程
及
び
教
材
の
取
扱
等
に
関
す
る
施
行
規
程

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青

森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中

｢

前
年
度
の
十
一
月
三
十
日｣

を

｢

高
等
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
に
あ
つ
て
は
前
年

度
の
十
一
月
末
日
、
中
学
校
に
あ
つ
て
は
前
年
度
の
二
月
末
日｣

に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
の
表
盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校
の
項
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学

校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校｣

に
改
め
、
同
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

｢��
本
校
��

第
一
号
様
式
の

(

そ
の
一)

中

｢県
立
高
等
学
校
｣

を

｢高
等
学
校
｣

に
、

� ○
○
分
校
�

を

� �○
○
分
室
��｣

｢�
本
校
�

�
�

� ○
○
分
校
�

�
�

に
改
め
、
同
様
式
の

(

そ
の
二)

中

｢盲
・
聾
・
養
護
学
校
｣

を

｢特
別
支
援
学

� ○
○
校
舎
�

�
�

� ○
○
分
室
�｣
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中
学
校

三
泊
四
日
以
内



( )
校
｣

に
改
め
、
同

(

そ
の
二)

の
注
の
１
エ
中

｢知
的
障
害
養
護
学
校
の
｣

を

｢知
的
障
害
者
に
対

す
る
教
育
を
主
と
し
て
行
う
特
別
支
援
学
校
(以
下
｢知
的
障
害
特
別
支
援
学
校
｣
と
い
う
｡
)
の
｣

に
、

｢知
的
障
害
養
護
学
校
以
外
｣

を
、

｢知
的
障
害
特
別
支
援
学
校
以
外
｣

に
改
め
、
同
注
の
１

オ
中

｢知
的
障
害
養
護
学
校
｣

を
、

｢知
的
障
害
特
別
支
援
学
校
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の

一
様
式
を
加
え
る
。

(そ
の
３
)
中
学
校

第
号

年
月

日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
殿

学
校
名

校
長
氏
名

教
育
課
程
の
届
出
書

年
度
の
教
育
課
程
を
下
記
の
と
お
り
編
成
し
た
か
ら
お
届
け
し
ま
す
｡

記

１
教
育
目
標

２
指
導
の
重
点
及
び
教
育
課
程
編
成
の
方
針

３
教
科
等
及
び
そ
の
授
業
時
数

４
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
概
要

５
特
別
活
動
の
概
要

６
主
な
学
校
行
事

注
１
記
２
に
つ
い
て

学
期
の
区
分
及
び
授
業
の
１
単
位
時
間
に
つ
い
て
も
記
載
す
る
こ
と
｡
た
だ
し
､
学
期
の
区

分
に
つ
い
て
は
､
３
学
期
に
よ
ら
な
い
学
期
を
定
め
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
｡

２
記
３
に
つ
い
て

ア
別
紙
に
し
て
も
よ
い
｡

イ
年
間
授
業
時
数
を
記
載
す
る
こ
と
｡

ウ
学
年
の
記
入
は
､
左
側
か
ら
１
年
､
２
年
・
・
・
・
と
な
る
よ
う
に
記
載
す
る
こ
と
｡

３
記
４
に
つ
い
て

ア
別
紙
に
し
て
も
よ
い
｡

イ
名
称
､
指
導
計
画
､
学
習
形
態
､
指
導
体
制
､
評
価
の
観
点
等
を
記
載
す
る
こ
と
｡

４
記
６
に
つ
い
て
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区
分
行

事
名
学
年
時

期
日
数
又
は

時
間
数

主
な
ね
ら
い

備
考

合
計

総
合
的
な
学
習
の
時
間

特
別
活
動

道
徳

学
級
活
動

学
年

教
科
等

１
年

２
年

３
年



( )
学
校
行
事
の
区
分
は
､
儀
式
的
行
事
､
学
芸
的
行
事
､
健
康
安
全
・
体
育
的
行
事
､
旅
行

(遠
足
)
・
集
団
宿
泊
的
行
事
及
び
勤
労
生
産
・
奉
仕
的
行
事
と
す
る
こ
と
｡

５
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

｢�� 本
校
��

第
二
号
様
式
及
び
第
三
号
様
式
中

� ○
○
分
校
�

を

に
改
め
る
。

� �○
○
分
室
��｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
六
号

各
県
立
盲
聾ろ
う

学
校

盲
ろ
う
児
童
就
学
奨
励
費
支
給
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

田

村

充

治

盲
ろ
う
児
童
就
学
奨
励
費
支
給
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

盲
ろ
う
児
童
就
学
奨
励
費
支
給
規
程(

昭
和
三
十
二
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
七
号

各

県

立

学

校

青
森
県
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

田

村

充

治

青
森
県
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
立
学
校
職
員
安
全
衛
生
管
理
規
程(

平
成
九
年
三
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
中

｢

盲
学
校
、
聾ろ
う

学
校
及
び
養
護
学
校｣

を

｢

特
別
支
援
学
校
及
び
中
学
校｣

に

改
め
る
。附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

橋

本

八

右

衛

門

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
三
号

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

交
番
、
警
察
官
駐
在
所
及
び
警
備
派
出
所
の
名
称
、
位
置
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
八

月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
青
森
警
察
署
の
項
中

｢

｣

を｢

｣
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東
田
沢
警
察
官
駐
在
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢
字
田
沢
二
番
地

二

浅
所
警
察
官
駐
在
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
浅
所
字
浅
所
七
番
地
九

東
田
沢
警
察
官
駐
在
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
東
田
沢
字
田
沢
二
番
地

二

｢�
本
校
�

�
�

� ○
○
分
校
�

�
�

� ○
○
校
舎
�

�
�

� ○
○
分
室
�｣



( )

に
改
め
、
同
表
青
森
南
警
察
署
の
項
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
表
大
間
警
察
署
の
項
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
表
む
つ
警
察
署
の
項
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
表
弘
前
警
察
署
の
項
中

｢

｣

を

｢

｣

に
改
め
、
同
表
つ
が
る
警
察
署
の
項
中

｢

｣

を｢

｣

に
、

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
表
五
所
川
原
警
察
署
の
項
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
表
黒
石
警
察
署
の
項
中

｢

｣

を
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徳
才
子
警
察
官
駐
在
所

青
森
市
浪
岡
大
字
徳
才
子
字
早
稲
田
九
十
六
番

地
九

下
十
川
警
察
官
駐
在
所

青
森
市
浪
岡
大
字
下
十
川
字
村
元
九
番
地
三

徳
才
子
警
察
官
駐
在
所

青
森
市
浪
岡
大
字
徳
才
子
字
早
稲
田
九
十
六
番

地
九

下
風
呂
警
察
官
駐
在
所

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
畑
尻
ノ
下
八

十
三
番
地
一

易
国
間
警
察
官
駐
在
所

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
易
国
間
字
大
川
目
百
十

九
番
地

風
間
浦
警
察
官
駐
在
所

下
北
郡
風
間
浦
村
大
字
下
風
呂
字
畑
尻
ノ
下
八

十
三
番
地
一

川
内
警
察
官
駐
在
所

む
つ
市
川
内
町
川
内
八
十
二
番
地
三

宿
野
部
警
察
官
駐
在
所

む
つ
市
川
内
町
宿
野
部
�
木
平
五
十
六
番
地
三

百
九
十
七

川
内
警
察
官
駐
在
所

む
つ
市
川
内
町
川
内
八
十
二
番
地
三

堀
越
警
察
官
駐
在
所

弘
前
市
大
字
泉
野
一
丁
目
五
番
地
一

千
年
警
察
官
駐
在
所

弘
前
市
大
字
小
栗
山
字
川
合
百
十
五
番
地
四
十

一

南
警
察
官
駐
在
所

弘
前
市
大
字
泉
野
一
丁
目
五
番
地
一

柴
田
警
察
官
駐
在
所

つ
が
る
市
木
造
柴
田
玉
作
六
十
四
番
地
二

森
田
警
察
官
駐
在
所

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
米
岡
一
番
地
一

森
田
警
察
官
駐
在
所

つ
が
る
市
森
田
町
山
田
米
岡
一
番
地
一

越
水
警
察
官
駐
在
所

つ
が
る
市
木
造
越
水
駒
田
六
番
地
六

丸
山
警
察
官
駐
在
所

つ
が
る
市
木
造
丸
山
竹
鼻
八
十
四
番
地
二
十
三

越
水
警
察
官
駐
在
所

つ
が
る
市
木
造
越
水
駒
田
六
番
地
六

相
内
警
察
官
駐
在
所

五
所
川
原
市
相
内
岩
井
八
十
一
番
地
百
六

菖
蒲
川
警
察
官
駐
在
所

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
菖
蒲
川
字
一
本
柳
百
五

十
番
地
一

六
郷
警
察
官
駐
在
所

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
胡
桃
舘
字
北
田
一
番
地

一

相
内
警
察
官
駐
在
所

五
所
川
原
市
相
内
岩
井
八
十
一
番
地
百
六

尾
上
警
察
官
駐
在
所

平
川
市
猿
賀
南
田
百
十
番
地
五

南
田
中
警
察
官
駐
在
所

平
川
市
南
田
中
村
内
八
十
二
番
地
五



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

｢

｣
に
改
め
、
同
表
三
戸
警
察
署
の
項
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
表
十
和
田
警
察
署
の
項
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
、
同
表
七
戸
警
察
署
の
項
中

｢

｣

を｢

｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
三
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

橋

本

八

右

衛

門

青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
警
察
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
警
察
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
十
一
月
青
森
県
公
安
委
員
会
規
則
第
十
五
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
中

｢

事
務
吏
員
又
は
技
術
吏
員｣

を

｢

一
般
職
員

(

青
森
県
警
察
職
員
定
員
条
例

(

昭
和
二
十
九
年
六
月
青
森
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
一
般
職
員

(

技
能

技
師
及
び
技
能
主
事
を
除
く
。)

を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
及
び
第
二
十
六
条
中

｢

、
事
務
吏
員
又
は
技
術
吏
員｣

を

｢

又
は
一
般
職
員｣

に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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尾
上
警
察
官
駐
在
所

平
川
市
猿
賀
南
田
百
十
番
地
五

上
郷
警
察
官
駐
在
所

三
戸
郡
田
子
町
大
字
山
口
字
道
前
十
三
番
地
二

剣
吉
警
察
官
駐
在
所

三
戸
郡
南
部
町
大
字
斗
賀
字
久
保
田
二
番
地
四

上
郷
警
察
官
駐
在
所

三
戸
郡
田
子
町
大
字
山
口
字
道
前
十
三
番
地
二

六
戸
警
察
官
駐
在
所

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
後
田
十
九
番
地

一

七
百
警
察
官
駐
在
所

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
権
現
沢
百
一
番

地
十
一

六
戸
警
察
官
駐
在
所

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬
字
後
田
十
九
番
地

一

天
間
林
警
察
官
駐
在
所

上
北
郡
七
戸
町
字
森
ノ
上
百
三
十
二
番
地
十
五

榎
林
警
察
官
駐
在
所

上
北
郡
七
戸
町
字
塚
長
根
四
十
八
番
地
五

天
間
林
警
察
官
駐
在
所

上
北
郡
七
戸
町
字
森
ノ
上
百
三
十
二
番
地
十
五


